
一
第
二
九
二
傑
凶
号
但
警
の

一規
定
把
服
し
て
適
法
亡
な

地
所
容
所
一

君
。
刷
一
い
主
の
指
摘
も
あ
り
ま
す

所
別
役
目
川
一
の
で
、
社
会
保
険
料
の
百

行
州
市
お
引
一
分
の
五
を
税
額
よ
り
控
除

対

n
い吊
1

一す
る
之
主
に
明
文
規
定
さ

克
明
村
民
山
一れ
ま
し
た
。

勘
大
電
印
一
一
二
、
扶
養
控
除
の
引

1
1
1
1
一
下
げ
に
つ
か
て

‘

4
F
d
rE'

・・

h

f

一
当
市
の
扶
養
控
除
額
は

」
官

S
E
A
M
-
f
r
u
足
直
叫
1

・2
・E
E

，一、
U
E
'

一

E
E
3
3
k
t
E
n
甲
陵
P
￥
F
P
E
B
A
J

一
他
市
に
比
較
し
て
高
額

一
E
B
E
S
4
E
n
E
d
2
B
、

d

-Z

J

P

L
司

一

で

あ
り
ま
し
た
が
、
他

.
市
左
の
負
担
の
均
衡
を

課

税

総

所

得

額

の

百

分

の

0
・

五

一

考

慮

し

、

左

上

表

の

よ

一
う
に
升

F
沌
げ
ま
し
た

定
三
月
の
市
議
会
定
例
会
で
市
税
賦
課
徴
収
績
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
の
一

四

、

隻

議

険

料

の

で

、

一

般

的

に

関

係

あ

る

分

陀

つ

い

て

お

知

ら

せ

し

ま

す

。

一

一控

除

に

つ
い
て

法
運
用
の
行
過
ぎ
や
、
一
昭
和
コ
一十
年
度
ま
で
は
生

税
負
担
の
均
衡
を
是
正
一
命
保
除
料
も
他
市
と
の
負
一

す
る
二
つ
の
理
由
か
ら
一
担
の
均
衡
上
、
実
務
商
で
一

先
般
・
択
の
よ
う
に
改
正
一
所
得
控
除
を
し
ま
し
た
が

さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま

一
三
れ
は
事
実
の
曜
認
の
方

す

。

一

法

が

困

難

ぜ

あ

る

の

主

、

一
結
果
に
不
公
平
が
あ
り
か

↑
つ
ま
た
、
当
市
が
適
用
し

一
て
い
る
地
方
税
法
第
三
一

改
正
税
率
二
三
僚
第
二
項
す
在
わ
ち
課

l

i

l
-

-
一d
税
総
所
得
金
額
を
課
税
標

百
分
の
三
一一一準

と
し
て
、
司
法
第
二
九

{7月中旬号)(第109号)り

改
正
の
理
由
は
、
昨
年
地

方
税
法
の
改
正
が
あ
句
、

ま
た
昭
和
二
十
九
年
の
所

得
税
法
改
正
の
経
過
規
定

吃
基
イ
い
て
、
基
礎
控
除

の
引
上
け
が
あ
の
ま
し
た

が
、
前
者
は
勤
労
所
得
に

対
す
る
動
勢
控
除
、
す
在

わ
ち
所
得
税
法
第
九
傑
五

号

吃
規
定
さ
れ
た
、
動
得

控
除
額
の
十
分
の
一
・
五

の
外
匹
、
地
方
税
法
第
二

九
二
僚
間
号
い
お
い
て
百
一

分
。
五
陀
相
当
す
る
金
額
一

ハ
限
度
額
二
万
円
)
を
さ

一

ら
陀
控
除
す
ろ
之
と
に
な
一

め
ま
し
た
。

一

後
者
は
基
礎
控
除
額
六
万
一

七
千
五
百
同
が
七
万
五
千
一

円
K
引
上
け
ら
れ
ま
し
た

白

之
の
よ
う
在
関
係
で
本
市

で
は
、
市
民
税
所
得
割
の
一

総
所
得
金
額
が
約
九
千
万
一

R
の
減
額
と
た
め
、
税
牧
一

忙
し
て
約
四
百
五
十
六
万
一

円
の
減
牧
見
込
み

J

と
た
め
一

ま
し
た
。

一

L
か
る
吃
市
の
財
政
指
一

要
の
実
績
か
ら
芳
え
ま
一

す
之
、
従
前
の
最
低
常
一

扶

養

控

主1:-政市村大(旬刊)昭和 31年 7月10日(一〉

扶
養
親
族
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場
ぷ:入

扶

養

説

族

数

人人

' 
コ
一人
ぞ
こ
え
ろ
場
A
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要
額
を
確
保
し
た
げ
れ

ば
在
ら
な
い
事
怖
が
あ

り
ま
す
。

従
っ
て
税
牧
も
昭
和
一一
一

十
年
度
調
定
相
当
額
を

確
保
す
る
方
針
か
ら
と

ま
た
戦
後
作
お
け
ろ
税

一

一
、
所
得
段
階
別
税
率

課
税
所
得
金
額

改
夜
前
の
税
率

百
分
の
宅

五
万
円
以
下

古ー

二
一
保
山
号
但
書
を
泊
府
し
一
特
別
徴
収
に
つ
い
て
一
掬
四
立
六
万
円
が
実
際

て
い
る
限
り
溜
法
で
は
左
一
従
来
の
特
リ
徴・

5
3子
一
に
お
け
る
算
出

の
結
果

い
の
で
、
昭
和
三
十
一
年
一
所
得
に
係
け
分
叶
引
例
制
一
約
六
十
万
円

の
不
足
止

度
か
ら
控
除
の
対
象
と
し
一
徹
の
み
が
特
別
徴
一
吹
き
れ
一
宇
り、

そ
れ
だ
け
が
前

左
い
と
と
に
し
ま
し
た
。
一
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
め
一
年
度
に
比
し
て
軽
減
さ

豆
、
不
具
者
、
未
成

一
地
方
税
法
第
三
二
一
保
の
一
れ
た
主
い
え
る
で
あ
り

年
者
、
六
十
五
才

以

一
三
の
改
正
で
紛
与
所
得
以
一
ま
し
ょ
う
。

上
の
者
、

ま
た
は
寡

一
外
の
所
得
に
係
る
所
得
剖
一
し
か
し
手
ら
側
々
の
場

一
額
に
つ
い
て
も
、
そ
の
本
一
合
陀

‘
お
い
て
は
低
減
所
得

婦

に

封
す

る

控

除

に

一人
が
汗
遇
微
牧
に
し
て
も一

者
は
軽
減
さ
れ
ま
し
セ
が

つ

い

て

一

ら

い

た

い

と

い

、

よ

告

の

斎

得

額

の

自

然

増

が

あ

っ

不
具
者
な
き
に
つ
い
て
一
在
い
限
り
特
別
徴
牧
を
す
一
た
り
、
ま
た
農
業
所
得
の

は
地
方
税
法
第
二
九
五
一
る
之
と
に
改
正
さ
れ
ま
し
一
場
合
、
耕
作
商
積
が
相
当

保

第

一

項

三

号

で

所

得

一

た

。

一

広

い

'

と
こ
ろ
で
、
し
か
も

金
額
の
十
三
万
円
ま
で

一

従

っ
て
三
子
一
年
度
の
一

水
稲
の
場
合
は
従
来
の
石

は
非
課
税
の
遡
用
を
受

一

時
別
徴
牧
税
舗
の
通
知
一
当
り
所
得
標
準
か
ら
反
当

け
て
い
る
関
係
上
、
傑
一
書
は
申
告
の
な
か
っ
た
一
所
得
標
準
陀
切
り
か
え
ら

例
に

k
っ
て
さ
ら
に
特

一

も
の
は
、
そ
の
分
も
合
一
れ
た
関
係
な
ど
も
あ
り
、

別
に
税
額
控
除
を
す
る

一
拝
し

て
お
り
ま
す

の
で
一

三
O
ょ
う
在
向
は
所
得
制

之
、
と
は
重
復
措
置
で
あ
一
別
に
普
通
徴
収
の
徴
税
一
額
が
相
当
高
く
な
っ
て
い

わ
、
か

つ
ま
た
、
凋
法

一

令
書
は
参
り
ま
せ
ん
の
一
る
よ
う
?
あ
り
ま
す
。

で
な
い
主
の
指
摘
も
あ

一

で
御
承
知
願
い
ま
す
。
一
三
の
市
政
だ
よ
り
が
皆
様

り
ま
す
の
で
、
今
回
保

一

以
上
紙
面
の
都
合
で
簡
一
の
御
手
元
に
間
市
さ
れ
あ

文
か
ら
削
除
さ
れ
ま
し
一
車
じ
申
上
け
ま
し
た
が
一
時
分
巴
は
徴
税
令
書
が
参

た

。

一

今

団

乃

改

正

並

び

に

是

一

り

ま

す

の

で

、

よ

く

御

覧

六
、
給
奥
所
得
者
の

一
疋
措
置
に
よ
っ
て
、
互
に
な
っ
て
万
一
計
算
上
の

一

周
税
所
得
割
調
定
額
は
一
ま
ち
が
い
な

E
が
あ
っ
た

場
合
そ
の
他
の
所
得

一

清
平
度
医
比
較
し
て
当
て
き
は
早
目
じ
申
し
で
て

に
係
る
所
得
割
額
の

一
初
見
込
ん
だ
税
牧
不
足

一く
だ
き
い
。

(
税
務
謀
長
V

の
他
に
も
出
所
後
却
も

左
い
人
た
ち
が
、
保
護

司
そ
の
他
の
方
々
の
献

身
的
な
世
話
を
受
け
て

-
日
も
早
く
独
り
立
ち

で
き
る
よ
う
修
養
し
て

い
ま
す
。

と
れ
ら
の
人
た
ち
吃
皆

さ
ん
の
、
。
ひ
ろ
い
愛

の
心
グ
を
読
み
古
し
の

わ
な
大

の
暖
い
心
て

一砥
曾
tγ

明
る
く
し
ょ
、
フ

改

liF I t空
百|

円

。

に こ |

六千二
百 百
リ同;平
たに|

ぷヌ!百
し1曾|

たすIPi 
餌毎|

K-fl I I I I除
四五|千
百百l
品目I{て
5己に

お|百
ぽ |用
制 li'J:

改

11f.1額

後
百

円

干

百

五

同

千

百

月

乏
の
「
市
政
だ
よ
り
」

は
七
月
十
日
市
民
課
か
ら
迭
付
し
ま
し
党
。

水
や
衣
料
に
託
し
て
、
一
め
ま
し
よ
ろ
。
一
い
イ
指
導
で
き
ろ
者
U

と
れ
ら
の
暗
い
過
去
正

一皆
3
ん
の
御
家
庭
の
一
附
一
②
年
令
三
十
才
よ
り
一
一
一十

背
負
っ
た
人
た
ち
陀
港

一
の
末
、
一
点

の
衣
料
が
こ
一
五
才
ま

で
。

り
届
け
る
な
ら
ば
世

の一

れ
ら
の
人
た
ち
正
史
牛
.
3
一命
給
与
は
昭
和
二
十
九
年

中
の
人
の
段
い
心
持
ち

一
せ
、
よ
い
社
会
人
に
な
る
一
改
山
一
般
怜
員
務
山
内
恰
令

を
身
に
感
じ
、
「
自
分
一
の
で
あ
り
ま
す
口
一
に
よ
る
よ
凡
級
ハ
六
千
百
円

は
決
し
て
楽
え
ら
れ
て
一
ム
寄
贈
雪
山
中古

一J

六
級
(
八
千
百
円
J

い

は
い
左
い
」
主
、
水
当
一
各
地
区
保
護
司
の
と
と
一
守
れ
も
ド
停
で
あ
る
。

吃
立
直
ろ
う
と
い
う
希
一
ろ
に
持
参
く
だ
さ
い
ロ
一
(
そ
の
他
劫
務
靖
子
当
、

墜
を
胸
に
抱
だ
き
、
そ
一
ハ
大
村
区
保
護
司
会
、
保
一
家
校
手
也
、
超
勤
手
当
あ

の
努
力
を
試
司
ゆ
る
で
あ
一波
観
察
協
会
大
村
支
部
)
一
h
v
J

，、，、，
J
t
t，、，、，、，、，、
1
5
}
、，
J
，‘，
、，
Bεt，、，、，、
E

一

-
Z

一
③
学
川
町
教
仔
法
に
定
め
る

臼

衛

隊

員

募

集

は

八

月

中

一

義

務

教

庁

卒

業

以

上

の

学

一
力
を
有
す
る
者
。

本

年

度

の

海

・

窓

は

今

回

限

り

一

3
原
則
と
し
て
市
内
居
住

防
術
庁
で
は
自
衛
隊
員
の

一
れ
海
次
浴
場
開
き
が
行
わ
一
者
で
高
劫
可
能
な
者
ロ
ま

本
年
度
第
三
共
二
等
陸
、
一
れ
ま
す
。
(
経
済
諜
》
一
た
は
採
用
後
ベ
カ
月
以
内

海
、
空
士
の
募
集
を
六
月
一

1
1

1
1

1
1

一じい
市
内
三
紘
一周
で
き
る
者

十
六
白
か
ら
八
月
一て
十

二

時

ミ

リ

決

写

幾

一A
受
付
期
凋
:
七
月
二
日

目
ま
で
受
付
け
℃
い
ま
す
一

1
1
4
一
か
ら
む
月
十
川
日
ま
で
@

在
お
、
本
年
度
の
海

、

空

一

の

講

習

会

H
E一
を
お
却
2払市E川ぷ岬笠一1正十品云~万D
方
1
自

士

ο募
集
は
A今
寸
問
が
円最
成
絡
一市
孜
-
育
宵
香
【
員
員
会

σは
闘
穏
竺
一
哲
暖
空
司

主
.
な
な
つ
て
お
り
£
す
。
一
風
児
教
育
指
導
者
を
き
?
と
望
校
卒
業
証
明
書
量
持

詳
細
は
市
民
課
へ
間
合
一
る
た
め
弐
の
講
習
会
を
開
一
参
じ
て
く
だ
さ
い
。

せ
て
く
だ
さ
い
・

一き
ま
す
・

一
(
大
沈
没
嶋
崎
川
定
所〉

ハ
市
民
課
ゾ
一

A
期
日
、
会
場
・
:
七
用
十
一

一
四
日
へ
午
後
二
時

か

ら

二

海

外

移

民

募

集

防
犯
映
聞
の
今
回
目

一
中
央
公
司
館
、
十
五
日
ハ
一

A
コ
チ

7
産
業
組
合
単
独

十
日
か
ら
各
地
国
て

一午
諸
九
時
か
ら
ゾ
三
域
小
一
青
年
麗
崎
移
住
者

一
挙
俊

一

大

付

滑

癌

念

防

氾

純

仏

、

一

一

申

込

期

限

七
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叫
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西
大
付
中
学
校

A
十
六
百

一調

理

工

を

募

集

一

必

ず

市

金

串

ヘ

昼

市

舟

津

公

民

館

、

夜

福

一

K
道
料
品
泥
は
河
川
山
ご
し
て

重
農
協

一市
内
の
某
官
庁
で
調
岨
工
一
仰
は
制
と
な
っ
て
ゐ
り
ま

&
昼
ば
午
後
二
時
か
ら
、

)
を
求
め
仁
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滞
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れ
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仁
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搬
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